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様式第 1（第 3条関係）

※受理年月日 年 月 日

※受理番号

※備考

大規模小売店舗届出書

令和7年 12 月 5 日

宇都宮市長 様

名 称 株式会社クスリのアオキ

代表者名 代表取締役 青木 宏憲

住 所 石川県白山市松本町 2512 番地

大規模小売店舗立地法第 5条第 1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

名 称 クスリのアオキ宇都宮野沢店

所在地 栃木県宇都宮市野沢町字西沢 208-2 外

２ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の

氏名

会社名 代表者名 住所

1 株式会社クスリのアオキ 代表取締役 青木 宏憲 石川県白山市松本町 2512 番地

３ 大規模小売店舗の新設をする日

令和 8年 8月 6日

４ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

1,251 ㎡

５ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

（１）駐車場の位置及び収容台数

駐車場№ 収容台数（台）

駐車場№1 48

合 計 48

※位置は、P16 全体配置図のとおり
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（２）駐輪場の位置及び収容台数

駐輪場№ 収容台数（台）

駐輪場№1 10

合 計 10

※位置は、P16 全体配置図のとおり

（３）荷さばき施設の位置及び面積

荷さばき施設№ 面積（㎡）

荷さばき施設№1 48.0

合 計（小数第 1位四捨五入） 48

※位置は、P16 全体配置図のとおり

（４）廃棄物等の保管施設の位置及び容量

廃棄物保管施設№ 容量（㎥）

廃棄物保管施設№1 1.51

廃棄物保管施設№2 5.94

合 計（小数第 1位四捨五入） 7

※位置は、P16 全体配置図のとおり

６ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

（１）大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

会社名 開店時刻 閉店時刻

株式会社クスリのアオキ 午前 9時 翌午前 0時

（２）来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐車場№ 時間帯

駐車場№1 午前 8時 30 分～翌午前 0時 30 分

（３）駐車場の自動車の出入口の数及び位置

出入口の数 出入口の数

2箇所 全体配置図 出入口№1～№2のとおり

（４）荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

荷さばき施設№ 時間帯

荷さばき施設№1 午前 6時～午後 10時
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添付書類（目次）

１ 店舗の概要に関する書類
（１）届出概要等 頁

1 届出概要 4
2 指針に定める配慮事項及び地域貢献への対応状況 5
3 店舗位置図（図面№1） 13
4 都市計画図の写し（図面№2） 14
5 周辺見取図（図面№3） 15
6 全体配置図（図面№4） 16

同図 駐車場の位置図
同図 駐輪場の位置図
同図 荷さばき施設位置図
同図 荷さばき施設求積図
同図 廃棄物等保管施設位置図

7 内部配置図（図面№5） 17
同図 面積表
同図 求積図
同図 求積表
同図 廃棄物等保管施設求積図・求積表

8 立面図（図面№6） 18
9 店舗（出店予定地）及び周辺の写真（図面№7） 19
10 関係機関との協議結果 20

２ 交通関係
（１）駐車場（駐輪場）の位置図及び構造図（図面№4） 16
（２）店舗までの案内経路図 交通報告書 8
（３）店舗敷地内及び駐車場周辺通行経路図（図面№4） 16
（４）方面別来台数算出根拠 交通報告書 6
（５）方面別来台数予測図 交通報告書 7
（６）現状交通量調査結果 交通報告書 2～4
（７）交通計画資料 交通報告書
（８）駐輪場の位置及び構造図（図面№4） 16

３ 騒音関係
（１）騒音予測・対策に関する図面 騒音報告書
（２）騒音予測結果 騒音報告書

４ その他
・登記簿謄本
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届 出 概 要（新設）

１ 届出者等

届出者
名称・代表者

株式会社クスリのアオキ

代表取締役 青木 宏憲

住所 石川県白山市松本町 2512 番地

届出区分 新設（法第 5条第 1項）

届出日 令和 7年 12 月 5 日

新設日 令和 8年 8月 6日

店舗名称 クスリのアオキ宇都宮野沢店

店舗所在地 栃木県宇都宮市野沢町字西沢 208-2 外

小売業者の氏名又は名称及び

住所

株式会社クスリのアオキ

代表取締役 青木 宏憲

石川県白山市松本町 2512 番地

２ 届出事項の概要

届 出 事 項 内 容

店舗面積合計 1,251 ㎡

施

設

配

置

駐車台数 48台（別途、従業員用 11 台、臨時用 31台）

駐輪台数 10台

荷さばき施設面積 48㎡

廃棄物保管場所容量 7㎥

運

営

方

法

開店時間 午前 9時

閉店時間 翌午前 0時

来客駐車場利用時間帯 午前 8時 30分～翌午前 0時 30 分

駐車場出入口数 2ヶ所

荷さばき可能時間帯 午前 6時～午後 10時

（※位置は、P16 全体配置図のとおり）

３ 出店地・建物の概要

出店地

の状況

用途地域 第一種住居地域

敷地面積 5,328.18 ㎡

所有形態 借地

建物

の状況

店舗業態 ドラッグストア

延床面積 1,450.81 ㎡

併設施設の面積 該当なし

併設施設面積の店舗

面積に対する割合
－

大規模小売店舗において小売業を行う者の一覧

№
小売業者

及び代表者名
住所 主な販売品目 開店時間 閉店時間 面積 備考

1
株式会社クスリのアオキ

代表取締役 青木 宏憲

石川県白山市

松本町 2512 番地

食料品、医薬

品、日用品等
午前 9 時 翌午前 0 時 1,251 ㎡
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指針に定める配慮事項及び地域貢献への対応状況

１．駐車需要の充足等交通に係る事項

（１）駐車場の必要台数の確保

届出駐車台数 48 台（別途 従業員用 11台、臨時用 31台）

指針による小売店舗の必要駐車台数 48 台

①小売店舗の必要駐車台数

指針による算出根拠

（２）駐車場の位置及び構造等

項 目 対 応 策

効率的な駐車場形式の選

択及び出入口の数、位置

・スムーズな入庫ができるよう平面駐車場とします。

・ピーク時に入庫待ち渋滞が発生しないように、駐車場出入口

を 2箇所設置します。

・店舗の影響により、周辺交通に影響が生じた（交通渋滞等が

発生した）場合は、関係機関と協議の上、適切な対策を検討

します。

駐車待ちスペースの確保 ・駐車場内の車路部分全般が駐車待ちスペースの役割を果たし

ており入庫待ちによる公道の渋滞が発生しないよう運用して

まいります。

駐車場の分散確保 ・駐車場の分散計画はございません。

駐車場出入口における

交通整理

・オープン時や繁忙時等混雑が予想される場合は、駐車場の各

出入口付近に交通整理員を適宜配置します。

（３）駐輪場の確保等

届出駐輪台数 10台

※位置は P16全体配置図のとおり
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（４）自動二輪車の駐車場の確保

自動二輪駐車場はありませんが、自動二輪で来店された方は、駐車場へ誘導致します。

（５）荷さばき施設の整備等

項 目 対 応 策

荷さばき車両駐車スペース、

荷さばき作業場所の確保

・十分な荷さばきスペースを確保します。

・処理能力は表 1のとおり。

搬出入車両出入口の位置
・来客用駐車場出入口と併用としますが、出庫の際には、来

店車両との接触等がないよう運転手に指導徹底します。

計画的な搬出入

・計画的な搬入計画とし、同時間帯に集中しないよう分散さ

せ、駐車場内や周辺道路上に待機車両が発生しないように致

します。

・搬入計画は表 2のとおり

[表 1]

位 置
荷さばき時間帯

（ピーク）

搬出入車両台数/日

（ピーク）
駐車スペース

荷さばき

処理時間
処理能力

荷さばき

施設№1

6：00～22：00

（6 時台）

17台/日

（3台/6 時台）
4ｔ・ 1台 4ｔ・ 20分/台

4ｔ・

3台/時

[表 2]時間帯別車種別荷さばき計画

[荷さばき施設№1] （台）

時間帯 4t車以下 合計 廃棄物 時間帯 4t車以下 合計 廃棄物

6:00～ 3 3 14:00～

7:00～ 1 1 15:00～ 1 1

8:00～ 2 2 16:00～

9:00～ 1 1 1 17:00～ 2 2

10:00～ 1 1 1 18:00～

11:00～ 2 2 19:00～ 1 1

12:00～ 1 1 20:00～

13:00～ 1 1 21:00～ 1 1

合 計 17 17 2

（６）経路の設定等

事 項 対 応 策

来退店経路の設定、

交通整理員の配置

・店舗周辺道路に与える影響が少ないと考えられる自動車経路を選定

し、チラシ等にて来客へ周知します。

・オープン時等の繁忙時には、出入口に適宜交通整理員を配置します。

生活道路等への配慮 ・オープン時等の繁忙時には、出入口に適宜交通整理員を配置し周辺

道路の混雑緩和に努めます。

入出庫対策 ・出入口付近に案内看板を設置します。

・駐車場出入口付近には停止線の路面標示を設置します。

そ
の
他

搬出入車両の

経路設定等

・生活道路は経路しないよう、運転手に指導します。

交通事故防止策 ・オープン時等の繁忙時には、出入口に適宜交通整理員を配置します。
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（７）主要交差点の交差点需要率

①予測結果

交差点番号

№2交差点

交差点需要率

開店前 a 開店後 b 差引 b-a

休 日 0.281 0.322 0.041

平 日 0.392 0.436 0.044

交差点番号

№3交差点

交差点需要率

開店前 a 開店後 b 差引 b-a

休 日 0.295 0.320 0.025

平 日 0.504 0.513 0.009

②評価

№1交差点は無信号交差点の交通容量評価をしていますが、大きな影響はありません

でした。また、№2～3交差点の開店後の交差点飽和度は、通常渋滞が発生しないとされ

る 0.9 を下回っており、本計画による周辺環境への影響は軽微であると考えます。

２．歩行者の通行の利便の確保等

事 項 対 応 策

店舗出入口、敷地内

通路の位置

・駐車場出口には停止線の路面標示を行います。

・駐車場内には通路の主従が分かるよう停止線を表示します。

荷さばき施設の位置 ・荷さばき施設は近隣住居より離隔をとった場所に配置します。尚、

出庫時など状況に応じて、従業員等による安全確認を徹底します。

夜間歩行者への配慮 ・駐車場内に照明等を設置し、交通安全や防犯に配慮します。

３．騒音の発生に係る事項

（１）騒音問題に対応するための対応策

事 項 対 応 策

一般的対策

騒音源の配置 ・敷地境界及び住居との距離を確保します。

遮音壁等の設置 ・遮音壁は設置の計画はありません。

低騒音機器の選択 ・可能な限り、低騒音型機器を採用します。

緩衝帯の設置 ・緩衝帯の設置はありません。

営業活動に伴う騒音対策

荷さばき作業 ・搬入車両の不必要なアイドリングの禁止等作業員の静穏意識の

向上に努めます。

営業宣伝活動 ・ＢＧＭは店内のみとし、屋外放送はいたしません。

付帯設備等

冷却塔、室外機等 ・室外機等は、周辺から極力目立たない位置に配置します。

給排気口等 ・給排気は低騒音型を選定し、住居から離れた場所に設置します。

駐車場

配置・構造 ・段差の少ない構造とします。

運営 ・看板等によりアイドリングストップを周知します。

廃棄物収集作業等 ・早朝、夜間は廃棄物収集作業を行いません。

・作業員の静穏意識の向上に努めます。

営業時間外の敷地内侵入者

防止対策

・営業終了後は機械警備を実施し、出入口を閉鎖します。
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（２）騒音の予測・評価

①用途地域・時間区分の指定状況

用途地域 昼 間 夜 間

第一種住居地域 6：00～22：00 22：00～6：00

②騒音の総合的予測結果 （単位：dB）

種別

時間

区分

地域

類型

環境基準

（LAeq）

予測地点のデータ

予測地点
等価騒音レベル

（LAeq）
主音源

昼 間 Ｂ 55

Ａ 40 荷さばき車両走行音 A1・34dB

Ｂ 46 荷さばき車両走行音 A2・41dB

Ｃ 42 来客車両走行音 A3・41dB

Ｄ 49 空調用室外機 S7・40dB

Ｅ 47 荷さばき車両走行音荷2・40dB

夜 間 Ｂ 45

Ａ 29 来客車両走行音 A1・26dB

Ｂ 34 来客車両走行音 A2・33dB

Ｃ 34 来客車両走行音 A3・33dB

Ｄ 45 空調用室外機 S7・37dB

Ｅ 37 給排気口 K5・30dB

③夜間に発生する騒音ごとの予測結果（自敷地境界） （単位：dB，秒）

④夜間に発生する騒音ごとの予測結果（保全区域） （単位：dB，秒）

⑤夜間に発生する騒音ごとの予測結果（直近住居外壁） （単位：dB，秒）
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（３）荷さばき車両走行音＝駐車場内速度 10km/h と設定

（４）評価

イ 騒音の総合的予測結果

等価騒音レベルの予測結果は、全ての予測地点で環境基準値を下回り、周辺環境への

影響は軽微であります。尚、今後周辺住民から苦情等が発生した際には、誠意を持って

対応します。

ロ 夜間に発生する騒音ごとの予測結果

直近建物外壁における夜間騒音の騒音レベルの予測結果は、変動騒音の一部が、全て

の予測地点で規制基準値を上回ります。

しかし、「大規模小売店舗から発生する騒音の予測・評価について」（平成21 年 7

月 27 日栃木県産業労働観光部経営支援課）によると、変動騒音については騒音レベルが

規制基準を超える時間を合計し、24 分（8 時間の 5％）以内であれば規制基準を満たす

ものとされており、本計画での一連の継続時間は、基準値を超過する予測地点において

24分を下回ります。したがって、周辺環境に大きな影響を及ぼすことはないと考えられ

ます。

なお、事業者として、運用上の保全対策（来客車両に対する駐車場内の低速走行・ア

イドリングストップ等の呼びかけ等）を行い騒音発生防止に努めていきます。

もし万が一、今後周辺住民から苦情等が発生した際には、誠意を持って対応します。

【来店車両走行の継続時間の計算】

①来店車両の車両走行（1地点＝走行間隔 10ｍ）の 1 台当たりの継続時間は、下記計

算式より 1.8 秒

・ 1ｍの移動に要する時間 0.18 秒/ｍ（3,600 秒/20,000ｍ）×10ｍ＝1.8 秒

②来店車両が規制基準値を上回る地点数：最も多い b"地点で 2地点

③来店車両走行の継続時間は、下記計算式より 5分

・ 1.8 秒×2地点×70 台＝252 秒＝4.2分

上記より、車両走行音が規制基準値を上回る継続時間は、b"地点で 4 分であり、24 分

（8時間の 5％）を下回ります。
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４．廃棄物に係る事項等

（１）廃棄物等の保管について

①保管のための施設容量の確保

届出施設容量合計（廃棄物保管施設№1、№2） 7㎥

指針による必要容量合計 6㎥

◇指針による算出根拠 [Ｓ：店舗面積合計 1.251 千㎡]

②廃棄物等の保管場所の位置及び構造等

事 項 対 応 策

位置、構造 ・周辺に悪臭を飛散させないよう建物内部に廃棄物の種類ごとに保管

施設を設置します。

生ごみ対策 ・周辺への悪臭飛散を防止するため、生ゴミは密閉容器で保管します。

（２）廃棄物の処理について

事 項 対 応 策

敷地外処理 ・廃棄物保管施設の容量を超えないよう、専門業者に委託して適正処理

をします。

運搬予定業者 ・専門業者に運搬及び処理業者への引渡しを依頼します。

敷地内処理 ・敷地内処理はしません。

関係者への指示 ・店舗内の関係者収集運搬業者に適正処理の徹底を指示します。

（３）廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

事 項 対 応 策

廃棄物の減量化、

リサイクル活動

・ダンボール等資源ゴミについては、業者に委託し 100％リサイクル

化を実施します。

・廃棄物及びリサイクル等に関する各種法令等に基づき廃棄物の減量

化及び発生の抑制、リサイクルの推進に努めます。
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（４）総菜加工場所等の対策

事 項 対 応 策

換気扇、排気口等の

悪臭対策

・生ゴミが発生する場合には悪臭を発生させないよう密閉容器に入れ

保管します。

食品加工場、関連施

設の清掃等

・床、機器を清掃し、衛生管理に努めます。

５．街並みづくり等への配慮

事 項 対 応 策

災害時の協力 ・災害時には、駐車場の一部等を避難場所として提供します。

・営業活動を継続することで生活物資等を供給します。

夜間の防犯、青少年

の非行防止対策

１ 駐車場における対策

・照明を適切な箇所へ配置し、敷地内において歩行者の安全確保に努

めます。

・営業時間終了後は駐車場の出入口を閉鎖します。

２ 店舗内部における対策

・従業員による巡回を実施します。

３ 防犯体制全般

・店内への防犯カメラの設置の他、夜間はレジが一人きりとならない

よう複数人配置します。

４ 青少年の健全育成

・青少年への配慮として、閉店後速やかに店舗の照明を消す等対策を

しています。

街並みづくり等への配慮

景観条例等 ・立地場所に関する景観条例

：建築基準法

：栃木県屋外広告物条例

：宇都宮市景観条例

建物の色 ・屋根、外壁等については、周辺の街並み空間に調和するよう色調を

落ち着きのあるものとします。

建物の高さ ・建物は全て平屋とします。

看板 ・条例に適合した高さとします。

その他 ・高齢者、身体の不自由な方等に配慮し、全ての人が利用しやすい施

設とするよう建築物内外の建築計画を行います。

敷地内の緑化計画 ・条例に従います。

照明に対する配慮

方向 ・照明光が周辺の住居内に射し込まない角度とします。

強さ ・強度の照明は使用せず、安全確保に必要程度の明るさとします。

時間 ・駐車場閉鎖後は消灯します。
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６.地域貢献への対応

項 目 対 応 策

地域経済団体等の活動へ

の積極的な協力

・公的行事、地域の催し物等が実施される際には、可能な範囲で

協力を行います。

地域の防災・防犯への対応 ・関係機関から協力要請がある場合は、必要な協力を行います。

退店時における早期の情

報提供

・もし万が一退店するような場合、速やかに情報提供できるよう

対応策を検討します。

その他 ・店舗に関する施設の配置、運営方法について周辺住民等から問

い合わせ等あった場合は、誠意を持って対応します。

７．その他特記事項

店舗に関する施設の配置・運営方法について周辺住民等から苦情・問い合わせ等があった場

合は、誠意を持って対応します。


